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学費等について

■入学試験成績優秀者学費減免制度

●対象者の算出については、小数点以下の端数が生じた場合は、四捨五入した人数とします。ただし、第1志望合格者が少なく、対象者数が0.5人未満になった場合は、小数点以下を切り上げます。
　この場合は、一般前期入学試験C日程では総合点得点率70%以上、大学入学共通テスト利用入学試験（5教科型）では総合点得点率60%以上であることを要件とします。
　両入学試験とも、対象者の総合点が同点の場合は、原則として対象者とします。

●対象者には「合格通知書」とともに、成績優秀者に対する授業料・教育環境充実費の減額、または免除についての通知書を送付します。

対象者は第1志望とする各学科（経済は学部、学部・学科が定めるコースを含む）の成績優秀者より選出します。

※入学金および諸会費は規定どおり徴収します。 2年目以降の学費減額・免除については、前年度の成績が本学の定める成績基準に達しない場合、取り消すことがあります。

■ 学費の減額対象
一般前期入学試験（C日程）
第1志望合格者上位20%

国立大学と同等の授業料に4年間減額
（1年間学費535,800円） 教育環境充実費全額免除

■ 学費の免除対象
大学入学共通テスト利用入学試験（5教科型）

第1志望合格者上位10%
4年間の授業料全額免除 教育環境充実費全額免除

成績優秀者は学費（授業料・教育環境充実費）を減額・免除します。
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